
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡広域成年後見センター ニュースレター 

   第２１号 令和７年６月 30日（月）発行 

 

 当センターは、令和２年度から盛岡市・滝沢市・ 

雫石町・紫波町・矢巾町、令和５年度からは岩手 

町の６市町から盛岡広域成年後見センター業務 

の委託を受け、５年間業務を行ってきました。 

令和７年度からの委託について、去る３月６日 

選定審査会が行われ、その結果当センターの引 

き続いての受託が決定しました。 

これまでに培った実績と実践を活かしながら 

心新たに、地域住民の期待に応えられるような 

運営を目指して参る所存です。 

引き続きご支援とご協力の程お願いいたします。 

新たなスタートの年  ～ 信頼に応える運営を目指していきます ～ 

 

 

令和７年度スタッフ  

 成年後見制度を必要とする人が適切に制度利用につながり、「この制度を利用してよかった。」と実感しても
らえるよう、これまでの活動を通じて得た知識、経験、地域の関係機関とのネットワークを積極的に活かしな
がら、引き続き業務に取り組み、地域の人権擁護の主軸として貢献していくと共に、成年後見制度の担い手と
して大きな期待を寄せられている市民後見人の活動も支えていきたいと考えています。 

～ 中核機関として盛岡広域成年後見センターが目指すもの ～ 

岩手県司法書士会

岩手県社会福祉士会

岩手県精神保健福祉士会

岩手西北医師会

盛岡地区地域包括・在宅

介護支援センター協議会

認知症の人の家族の会

岩手県支部

岩手県手をつなぐ育成会

盛岡広域圏障害者

自立支援協議会

事務局：盛岡広域成年後見センター

6 市 町

岩 手 弁 護 士 会

盛岡市民生委員児童委員

協議会

岩手県銀行協会

6市町社会福祉協議会

アドバイザー

・盛岡家庭裁判所
・日本司法支援センター岩手地方事務所
・岩手県保健福祉部地域福祉課

東北税理士会岩手県支部

岩手県社会保険労務士会

岩手県行政書士会

実務者ネットワーク会議
地域包括支援センター、介護支援センター

障がい者基幹相談支援センター

障がい者相談支援事業所、精神科病院

特定非営利活動法人

岩手県精神保健福祉連合会

地域連携ネットワーク 

【構 成 図】 【役割イメージ】 

 

地域の中で顔の 

見える関係を築く 

誰もが住み慣れた地域で

最後までその人らしく 

暮せるための支援連携 

 これからの取り組み(イメージ) 

～人権擁護視点で必要な人がスムーズに制度利用につながるように～ 



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
令和６年度の相談件数は、662件となります。前年度より 30件減少しましたが、様々な課題を有する複合的
な相談が増加傾向にあり、居宅介護支援事業所や相談支援事業所、福祉施設等、本人の支援関係者からの相談も
増加しました。背景には、社会及び家族構成の変容により既存の福祉サービスだけでは対応困難な個人と世帯の
増加があると思われます。 
相談においては、本人及び相談者と情報共有を図りながら制度利用の必要性や緊急性を検討し、必要とする方
の申立て等の事務がスムーズに進むように対応すると共に、首長申立が必要と考えられる場合には市町とスピー
ド感を持って協議するように努めました。 
 

 
以下が、相談の状況を表とグラフで示したものとなります。 
 
相談者への申立の支援は 15件となり、昨年度より 10件減少しましたが、申立人の高齢化等で専門職への手続
き代理が増えたこともあります。相談の基本的姿勢として、相談者が制度に対して理解が得られるように複数回
説明に当たるなど丁寧な対応を図るようにしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
相談対応においては、複数の職員での対応を基本とし、相談記録票を活用して継続相談を始め、初回相談から
時間的な経過があっても円滑に対応できるように努めました。 
特に法律的な課題等を抱えている相談については、課題検討会等において弁護士等専門職の助言を得るなど専
門的な見解を元として対応することを基本として対応するようにしました。 
今後も引き続いて、寄りそいを常に大切にしながら利用者ファーストでの支援と対応に努めていきたいと考え
ております。 

令和６年度 相談状況について 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

申立支援 15件 17件 26件 25件 15件

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

相談件数 400件 623件 621件 692件 662件

うち訪問 16件 55件 47件 54件 30件

～ 広 報 啓 発 活 動 ～ 

〇 地域住民向け講演会          〇 出前講座 
  ５市町で実施、計 324人参加        34回実施、計 939人参加 
 
〇 専門職務向け講演会                  〇 窓口訪問（出前相談） 
  ４回実施、計 312人参加                 関係機関等 92か所を訪問 
                                         （社会福祉協議会・地域包括支援センター・障害福祉事業所・ 

老人福祉施設・精神科病院等） 
〇 ニュースレターの発行 
  年４回発行(第 20号まで発行）、関係機関等約 150か所へ送付  

 
令和２年度から令和６年度の５年間の相談対応はじめとした活動状況について、総括として紹介します。 
盛岡広域成年後見センター業務の委託を受け、圏域内各所からの成年後見制度を中心とした様々な相談に対応
するように努めてきました。 
また、こちらから相談者の居住場所に出向いての出前相談等にも力を入れるように努めてきました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

５年間（令和２～６年度）の活動状況について 

 

市民後見人とは、親族や、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職ではなく、一定の知識・技術を身につけた社 
会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民による後見人のことです。資格ではなく、一般市民が家庭裁判所から選任 
されて初めて市民後見人となります。盛岡広域８市町においては市民後見人養成講座を修了し、登録した方が対象と 
なります。７月１日からは、今年度の市民後見人養成講座を、９月２日迄週１回全９回 50時間の日程で開催します。 
市民後見とは、判断能力が十分ではない方を地域住民が支える社会の仕組みともなります。共に地域で暮らす住民 
の目線と生活者としての視点を活かし、被後見人の意思をくみ取ることで、被後見人に寄り添い、過去や今現在を受け 
止めた支援を行うことが可能になります。併せて、市民後見人の活動が広がることにより、権利 
擁護や住民同士の支え合いを身近に感じる機会が増え、さらなる支え合いの芽を地域にて育ん 
でいくことも期待されます。 
  本誌発行日現在での市民後見人の状況は、活動中 29名（うち２件受任２名、単独受任 3名）、 
審判待ち 2名であり、本年4月には当圏域で初となる市民後見人 2名による複数後見も選任 
となりましたが、市民後見人には成年後見人の担い手としての役割に期待が高まっています。 
  当センターでは、市民後見人の養成講座開催からその後の育成について毎月開催の情報交 
換会や、フォローアップ研修開催等様々サポートを行っています。今年度は専門職との複数後見 
開始時にチーム支援会議を開催し、後見業務の目的の共有化を図るように努めています。 

 
～ 市民後見人の受任状況 ～ 

市民後見人は、これまで 40名が選任され、現在 28名の方が活動中です。 （Ｒ７年３月末）  

年 度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 計（人） 

受任(審判数) 2 7 4 3 17 7 40 

活動中 0 3 2 3 13 7 28 

※活動中 28名のうち単独受任は 2名、他は専門職との複数後見。 
※活動中 28名のうち 6名は、2回目の受任。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 編 集 後 記 ～ 
今年度から、新たな受託の年となりますが、これまで同様利用される方の「相談してよかった」につながるような支 

援   を心がけていきたいと考えています。本ニュースレターは年度４回発行していますが、関係機関との連携について少し 
なりとも架け橋としての役割を果たすことを期待しています。 
なお、今回誌面全体の字体に高齢や障がいを問わず誰もが読みやすく、わかりやすく情報を届けることを目的に作 
られた字体のUD（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ）フォントを使用してみましたが、ご感想はいかがでしょうか。 
ご感想やご意見等はお気軽にお寄せください。今後の誌面づくりに活用させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡広域成年後見センター 
〒020-0022  

盛岡市大通一丁目 1番 16号 岩手教育会館 2階 

特定非営利活動法人成年後見センターもりおか内 

電話 019-626-6112 FAX 019-656-0612 

URL  http://koukennet.org/ 

 
 
当センター職員が希望する場所に出向いて、要 望
に応じて成年後見制度にかかるお話を行います。地域
での研修会等として、是非ご活用ください。 
・講座では、制度についてわかりやすく説明します。 

  ・謝金や旅費については、一切無料となります。 
  
 【これまでの対応例】  
公民館での住民向け講座、ケアマネジャー研修会、民
生委員研修会、精神科病院家族会研修会、障がい福
祉事業所及び保護者会研修会等多数。 

   
【対象地域】 盛岡広域６市町 
盛岡市、滝沢市、雫石町、岩手町、矢巾町、紫波町 

 
【対応日時】 

   平日 午前１０時～午後４時  
※土日祝日は、相談願います。 

 
 
相談される方が「利用しやすく、利用してよかった」
と実感してもらえるよう、丁寧な相談対応に務めていま
す。また、相談内容によっては、専門的な助言を弁護士
から受ける体制も整えています。 
  例えば、 
・制度や申立手続きについて詳しく知りたい 
・親族後見人になったが事務処理に不安がある 

など、お気軽にご相談ください。 
 

【相談方法】（平日） 
① 電話相談 
午前８時３０分～午後５時３０分 

② 来所相談 
具体的な相談は、来所相談をお勧めします。 

③ 出前相談 
自宅や施設等へ出向くことも可能です。 

 
【駐 車 場】 

   相談にお車でいらした場合、岩手教育会館の駐 
車場の利用に限り、1時間を限度として駐車券を差 
し上げます。 

相 談 及 び 出 前 講 座 に つ い て （ ご 案 内 ） 

 

Goannnai  

 

相       談 出 前 講 座  

ご 存 じ で す か 
当法人機関紙・ホームページで使
用のイラストは、法人設立の思いを
形にしたイラストレーター柏木牧子
さんのオリジナル作品となります。 

令和７年度住民向け 
成年後見制度研修会 

 
 
 
 例年、各市町を会場に開催してき
ましたが、今年度は盛岡市内３会場
で開催となります。 
R7年12月2日（火）松園地区公民館 

R8年１月９日（金） 渋民公民館 

R8年２～３月頃 ふれあいランド岩手  

詳しくは、通知や HP等にて 
お知らせいたします。 

出 前 

相談・講座 

 盛岡広域成年後見センター 

 電話019-626-6112  FAX 019-656-0612 

 

【お問い合わせ】 

当法人のホームページを、６月よりニ
ューアルしました。パソコンだけでなく、 
スマートホンでの閲覧 
にも対応しました。 
  お気に入りに追加 
するなど、ご活用の程 
お願いいたします。 

http://koukennet.org/ 

 


